　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
防犯灯整備補助金制度について

（防犯灯を行政区が設置及び管理し、市が設置費用の一部を補助する制度）

　

１　制度概要

　　市では、行政区が防犯灯を設置する場合に、その設置に係る費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助を希望される場合は、申請書を提出してください。
ご希望どおりに補助できないこともありますので、交付決定後に工事にかかっていただくようお願いします。
⑴　補助金額

　　　ＬＥＤ灯の設置に要する費用の１／２以内（消費税含む）で、１灯あたりの上限は次のとおり。
	電柱等既存の支柱への設置
	12,000円

	支柱等を新設しての設置
	17,500円


　　蛍光灯などの整備は、対象外です。
⑵　設置内訳
　ア　新設　　　新規に防犯灯を設置する場合

　イ　ＬＥＤ化　既に設置している蛍光灯等を取り外し、ＬＥＤ灯を設置する場合
 ※ ＬＥＤ灯の故障取替は、対象外です。
２　申請方法
　『補助金等交付申請書』に次の書類を添付してください。
　⑴　防犯灯設置予定場所の位置図（住宅地図などに予定場所を記したもの）

　⑵　防犯灯設置予定場所の写真（コピー用紙にカラー印刷したものも可）

　⑶　防犯灯設置の見積書（消費税込みのもの）

３　提出先
　生活環境課または各振興局市民福祉課
４　申請期限
　随時受け付けますが、予算がなくなれば終了します。
